
 
 
様式２（計画用） 

「越前市鳥獣被害防止計画（案）」に関するパブリック・コメント結果 
案件名 越前市鳥獣被害防止計画（案）について 
実施期間 令和４年１２月２１日（水）～ 令和５年１月１３日（金）まで 
趣旨 現市鳥獣被害防止計画は、計画期間が令和４年度で終期を迎えることか

ら、計画期間を延長するとともに、鳥獣被害防止施策を総合的かつ効果

的に推進し、より実効性のある計画になるように内容を改定します。 
意見提出者数 
（件数） 

 １人（ ４件） 
 60 代 代 代 代 代 未記入 合計 
 1      1 

 

意見に対する回答 以下のとおり 
 

No 年齢 該当する箇所 ご意見の要旨（原文） 越前市の回答 

１ 60 代 ｐ2 
（１）被害の現状

（令和３年度） 

ニホンザルの被害は家庭菜

園を続ける上で深刻な状況

だが、捕獲頭数の計画が少

ないのはどうしてか。 

ニホンザルは群れで行動す

ることから、捕獲や管理は群れ

単位で管理のしやすい頭数に

近づけながら実施する必要が

あります。 
群れを構成する頭数が多く

なると被害の拡大が懸念され、

逆に少なくなると別の新たな

群れの流入を招き、管理自体が

困難になります。このことか

ら、ニホンザルの捕獲計画は群

れの管理上、適正な頭数になる

ように計上しており、県の特定

鳥獣管理計画とも整合性を取

っています。 
越前市を生息域とする 2 つ

の群れはそれぞれ 30～40 頭前

後のため、おおむね適正な頭数

となっています。市では今後も

群れの管理を適切に進めてい

きます。 
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２ 60 代 ｐ4 
（３）被害の軽減目

標 

被害の軽減目標について、

金額・面積について、毎年

10％の削減を目指すと記載

されていますが、目標の根

拠は 

鳥獣被害は市域を超えた広

域的な検討が必要であること

から、目標については県と協議

を進めながら定めています。 
今回の計画では、目標年であ

る令和 9 年に現在の被害が半

減するよう、毎年 10%を削減

目標としています。 
３ 60 代 ｐ4・5 

（４）従来講じてき

た被害防止対策 
 
防除対策等に関す

る取組 

中山間地域等では、人が少

なく高齢化しており、獣か

ら、農作物を守る侵入防止

柵の設置が難しいことか

ら、計画では、国県に要望

していくと記載されている

が、市でも独自で考えてほ

しい。 

現在、越前市における侵入防

止柵の支援は、国県の補助金を

財源として実施しております。

しかしこの補助金は「集落が自

ら施工すること」が要件となっ

ており、自ら設置することが難

しい集落への支援が困難であ

るのが現状です。 
市ではこれを課題として認

識し、昨年より国県に対して施

工要件緩和の要望を提出して

います。 
４ 60 代 ｐ8 から 9 

（３）対象鳥獣の捕

獲計画 

対象鳥獣の捕獲計画数の目

標のみで、根拠か示されて

いない、ニホンジカは令和

３年度の実績359頭に対し、

目標数 654 頭は多いのでは

ないか。 
また、イノシシの捕獲目標

は、360 頭の目標とし、横ば

いの目標でいいのか。 

まず、越前市におけるニホン

ジカの捕獲頭数は年々増加し

ております。令和 4 年 12 月末

現在での捕獲頭数は過去最高

の 480 頭を記録していること

から、654 頭という年間目標は

妥当であると考えております。 
市では、鳥獣被害の軽減のた

めにも、捕獲の目標の達成に努

めてまいります。 
また、イノシシについては、

豚熱の影響で個体数が一旦減

少しておりましたが、現在は再

び増加してきております。豚熱

発生以前は年間 400 頭以上を

捕獲していたことから、360 頭

を目標と定めました。 
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